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市
は
、
平
成
18
年
３
月
に｢

北

上
市
ま
ち
づ
く
り
協
働
推
進
条
例｣ 

を
制
定
し
、
理
想
と
す
る
地
域
社

会
の
構
築
の
た
め
に
協
働
の
ま
ち

づ
く
り
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
し

か
し
、
市
民
の
身
近
な
参
画
の
場

で
あ
り
、
地
域
づ
く
り
の
ポ
イ
ン

ト
で
も
あ
る｢

自
治
協
議
会｣

の
位

置
付
け
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
な

ど
、
制
度
的
に
も
十
分
と
は
言
え

な
い
状
況
に
あ
り
ま
し
た
。

北
上
市
自
治
基
本
条
例

　
そ
の
状
況
を
改
善
す
る
た
め

に
、
自
治
基
本
条
例
、
地
域
づ
く

り
組
織
条
例
を
新
た
に
制
定
し
、

ま
ち
づ
く
り
協
働
推
進
条
例
を
全

面
的
に
改
正
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
持
続
可
能
な
ま

ち
の
実
現
に
向
け
た
、
市
民
主
体

に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
と
魅
力
あ
る

地
域
づ
く
り
を
進
め
る
こ
と
が
で

き
る
環
境
が
整
い
ま
し
た
。

本格的な市民参画に向けて
　市は、まちの将来像として、将来に渡って持続可能なまち、いわゆる｢あじさい型のまち｣の実現に向
け、北上市自治基本条例、北上市地域づくり組織条例、北上市まちづくり協働推進条例を制定しました。
　今後はこれら条例を中心に、協働のまちづくりを進めていきます。

自治における、各主体(市民・議会・市長など)の｢責務｣
「役割」「権限」の明確化
市民参画・情報共有の機会の担保
市民活動・地域づくり組織の位置付けの明確化
最高規範性の担保

市民活動の定義および活動の推進の担保
（自主的なまちづくりの推進に向けた機会・仕組み）
市民参画の位置付け・方法の確立
市民との情報共有の具体的な方法
協働の推進に向けた方法・体制
市民提案制度の定義、位置付け

地域づくりの定義
地域づくり組織(自治協議会)のあり方や位置付け
地域づくり組織の活動を支援する方法・体制

住民投票の基本的な考え方
住民投票の具体的な仕組み

議会の役割
議会運営の基本方針
各種手続きの明記

自治基本条例

北上市におけるまちづくり関係条例の位置付け

まちづくり
協働推進条例

地域づくり組
織条例

住民投票条例

まちづくり「活動」の定義・推進
市民参画・協働提案の仕組み

地域づくり組織の定義と
地域づくり推進の仕組み

議会基本条例

(今後、必要性も含めて検討)

市民

市議会

・自治の主体
・まちづくりに関する情報を知る
  権利、参画する権利

・自らの発言と行動に責任を持
  って、まちづくりに積極的に参加

・市の意思決定機関
・市政運営の監視、政策立案、政 
  策提言機能

・北上市の将来に向けた指針を   
  持って行動

・広く市民から意見を求める
・議員１人１人も自ら研さんに
  努める

・市政と市民をつなぐ役目を果
  たす

・公正かつ誠実なまちづくり
・議会の議決に基づいた事務、法
  令事務の執行

・市長は、将来に向けたまちづくり
  の方向性を明らかにし、その実現
  に向けた取り組みとその達成度
  を市民に説明

・職員は自治の実現に向け市民と 
  信頼し合える関係を構築し、公
  正かつ効率的に職務を行い、知
  識、能力の向上に努める

　
自
治
基
本
条
例
と
は
、
北
上
市

に
関
わ
る
市
民
、
団
体
、
企
業
、

議
会
、
行
政
な
ど
の
全
て
の
主
体

が
、
地
域
の
課
題
を
共
有
し
、
自

ら
の
責
任
に
お
い
て
解
決
す
る
た

め
の
ル
ー
ル
で
あ
り
、
市
民
が
主

役
と
な
っ
て
協
働
の
ま
ち
づ
く
り

を
進
め
る
う
え
で
の
基
本
理
念
を

定
め
、
今
年
１
月
１
日
か
ら
施
行

し
て
い
ま
す
。

　
自
治
基
本
条
例
の
基
本
的
な
考

え
と
し
て｢

情
報
共
有
の
原
則｣ 

｢

参
画
と
協
働
の
原
則｣｢

効
果
的
か

つ
効
率
的
な
市
政
運
営
の
原
則｣ 

｢

地
域
経
営
の
原
則｣｢

多
様
性
の

尊
重
の
原
則｣

の
５
つ
を
定
め
、

こ
れ
ら
５
つ
の
基
本
原
則
に
基
づ

い
て
、
北
上
市
の
ま
ち
づ
く
り
が

進
め
ら
れ
て
い
き
ま
す
。

　
ま
た
、
市
の
政
策
形
成
へ
の
市

民
参
画
も
保
障
し
て
い
る
ほ
か
、

市
が
行
う
政
策
評
価
結
果
の
分
か

り
や
す
い
公
表
や
市
民
参
加
に
よ

る
評
価
の
実
施
も
規
定
し
て
い
ま

す
。

問い合わせ　北上市自治基本条例　　　　　　政策企画課　   内線    3236
　　　　　　北上市まちづくり協働推進条例　地域づくり課   内線    3244
　　　　　　北上市地域づくり組織条例　　　地域づくり課   内線    3242
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北
上
市
ま
ち
づ
く
り
協
働

推
進
条
例

　
自
治
基
本
条
例
で
は
、
協
働
の

ま
ち
づ
く
り
に
向
け
た
理
念
、
定

義
、
役
割
分
担
な
ど
が
定
め
ら
れ

た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
支
え
る
条

例
と
し
て
市
民
参
画
と
協
働
な
ど

の
ル
ー
ル
や
手
続
き
を
定
め
る
条

例
に
全
面
改
正
し
た
も
の
で
す
。

◎
新
た
な
具
体
策

１
　
情
報
共
有

　
多
様
な
世
代
に
分
か
り
や
す
く

情
報
提
供
、
情
報
を
共
有
し
、
相

互
に
意
見
交
換
や
調
整
が
で
き
る

場
づ
く
り
に
努
め
る
も
の 

２
　
協
働
事
業
の
計
画
、
評
価
お

　
　
よ
び
改
善

　
協
働
で
事
業
を
実
施
す
る
に
あ

た
り
、
事
業
の
企
画
立
案
、
実

施
、
評
価
の
各
過
程
へ
の
市
民
な

ど
の
参
画
が
必
要
で
あ
り
、
Ｐ
Ｄ

Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
も
と
に
絶
え
ず

見
直
し
を
図
っ
て
い
く
こ
と

３
　
協
働
提
案

　
市
民
な
ど
か
ら
の
協
働
提
案
を

受
け
付
け
る
ル
ー
ル
を
定
め
る
こ

と４
　
市
民
活
動
の
推
進

　
情
報
提
供
や
情
報
共
有
の
場
の

創
出
、
人
材
育
成
や
専
門
的
な
知

識
の
提
供
、
支
援
制
度
の
紹
介
に

取
り
組
む
も
の

北
上
市
地
域
づ
く
り
組
織

条
例

　
市
は
、
こ
れ
ま
で
協
働
の
ま
ち

づ
く
り
の
理
念
の
も
と
地
域
づ
く

り
を
推
進
し
て
き
ま
し
た
が
、
そ

の
進
展
に
伴
い
、
新
た
な
問
題
点

が
発
生
し
て
き
ま
し
た
。

　
一
つ
は
、
地
域
づ
く
り
の
担
い

手
で
あ
る
自
治
協
議
会
と
市
と
の

関
係
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
で

す
。
具
体
的
に
は
、
地
域
づ
く
り

の
主
体
は
地
域
で
、
市
は
そ
の
活

動
を
支
援
す
る
こ
と
と
し
て
き
ま

し
た
が
、
地
域
づ
く
り
そ
の
も
の

の
定
義
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
、

地
域
づ
く
り
を
行
う
組
織(

現
在

の
各
地
区
自
治
協
議
会)

の
市
に

お
け
る
位
置
付
け
が
不
明
確
で
あ

る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　
も
う
一
つ
は
、
地
域
の
活
動
を

支
え
る
市
の
支
援
の
仕
組
み
の
改

善
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で

す
。
具
体
的
に
は
、
市
は
き
ら
め

く
地
域
づ
く
り
交
付
金
に
よ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
地
域

づ
く
り
の
活
動
を
支
援
し
て
い
ま

す
が
、
事
業
費
に
対
す
る
補
助
金

の
性
格
が
強
く
、
活
動
を
支
え
る

上
で
は
少
し
不
便
で
あ
る
と
指
摘

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
す
る
と

と
も
に
、
更
な
る
地
域
づ
く
り
の

進
展
を
図
る
た
め
、
地
域
づ
く
り

の
定
義
、
地
域
づ
く
り
組
織
の
あ

り
方
、
位
置
付
け
、
市
の
支
援
の

あ
り
方
や
方
法
な
ど
を
定
め
た
も

の
が｢

北
上
市
地
域
づ
く
り
組
織

条
例｣

で
す
。

【地域づくりにおける
　　　　　　これまでの課題】
　自治協議会の位置付けや行政との関
係が不明確でした。
◆地域の不満や疑問
・そもそも｢地域づくり｣とは何か。
・地域づくりは誰がやるべきものか。
・なぜ自治協議会が地域計画を策定す
　るのか。
・なぜ自治協議会が市からさまざまな
　ことを頼まれるのか。
・市は、自治協議会をどのように位置
　付けているのか。
・地域づくり交付金の対象はなぜ自治
　協議会か。
・地域づくり交付金をもっと使い易く
　できないか。
・地域への市の窓口を一元化できない
　ものか。

【自治基本条例の制定】
　自治基本条例で、自治の原則や地域
づくりについて定められました。

第４条第５号
　市民は、地域の目指すべき将来像に向
かって、それぞれの地域にある固有の魅
力、資源を最大限に活用し、他の地域と
の交流及び連携を深め、市長等とともに
効果的かつ効率的なまちづくりを行う。

第29条第１項
　市民は、自分が暮らす地域において、
住みよい地域社会の構築に向け、地域の
課題解決や魅力づくりなどのまちづくり
(以下「地域づくり」という。)に積極的
に参加するよう努めるものとする。

　｢地域を代表し地域づくりに取り組む組織｣について定め、｢市長等はその組織を
支援する｣ことを明確にすることにより、協働のまちづくりを推進し、｢自主的｣か
つ｢活力ある｣地域づくりの進展を図る。

＜明確になったこと＞
◆｢地域づくり｣を定義し、｢自治協議会｣を｢地域づ
　くり組織｣として位置付けるとともに、｢市の役
　割｣を明確にしました。
●｢地域づくり｣とはなにか。
　→地域の｢課題解決｣と｢魅力づくり｣と定め、｢地
　　域の課題解決、地域振興、住民間の交流などに
　　関すること｣など９つの事業にまとめました。
●｢地域づくり｣は誰がするのか。
　→地域づくり組織が主体的に、または市と協働
　　して、または他の団体と連携して行います。
●｢地域計画｣は誰が策定するのか。
　→地域づくりの基本方針と事業を取りまとめた
　　計画で、地域づくり組織が策定します。
●地域づくりにおける市の役割は何か。
　→市は、地域づくり組織の活動を支援します。
　　活動で生じた事故や紛争の解決に協力や助言
　　を行い、交付金を交付して地域づくり組織の
　　活動を支えます。

＜さらに進むこと＞
○交流センターが行う｢地域
　づくり活動の支援｣が明確
　になり、体制強化を図りま
　す。
・地域づくりの定義、事業、
　活動の主体などが明確に
　なることにより、交流セ
　ンター業務としての地域
　づくり活動の支援が明確
　化されるので、その体制強
　化を図っていきます。

＜今後、さらに検討が必要なこと＞
・地域づくりをより推進する交付金になるよう、地域との意見交換を進め、平成26
　年度の実施に向けて検討を進めます。
・区長や各種委員など市が地域にお願いしているさまざまな役職と、地域づくり組
　織との役割分担などについて整理し、今後のあり方について検討していきます。

背
　
景

目
　
的

効
　
果

今
　
後


